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京都都市計画高度地区の変更（案）（向日市決定） 

 
都市計画高度地区を次のように変更する。 

種  類 面 積 建築物の高さの最高限度又は最低限度 備 考 

第１種高度地区 約 52ha 建築物の各部分の地盤面からの高さは、15メ

ートル以下とし、該当部分から前面道路反対側

の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水

平距離に0.6を乗じて得たものに7.5メートル

を加えたもの以下とする。 

第 1種中高層住居専用地

域の大部分 

第 1種住居地域の一部 

第２種高度地区 約232ha 建築物の各部分の地盤面からの高さは、20メ

ートル以下とし、該当部分から前面道路反対側

の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水

平距離に0.6を乗じて得たものに10メートルを

加えたもの以下とする。 

第 1種中高層住居専用地

域の一部 

第 1種住居地域の大部分 

第 2種住居地域の大部分 

準住居地域内 

第３種高度地区 約3.0ha 建築物の各部分の地盤面からの高さは、30 

メートル以下とし、該当部分から前面道路反対

側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の

水平距離に0.6を乗じて得たものに15メートル

を加えたもの以下とする。 

第 2種住居地域の一部 

合  計 約287ha   

「種類、位置及び区域は計画図表示のとおり」 

 

（制限の緩和措置） 

１ 北側の前面道路の反対側に水面、線路敷その他これらに類するものがある場合又は建築物の敷地が北側

で水面、線路敷その他これらに類するものに接する場合においては、当該前面道路の反対側の境界線又は

当該水面、線路敷その他これらに類する隣地境界線は当該水面、線路敷その他これらに類するものの幅の2

分の1だけ外側にあるものとみなす。 

２ 敷地の地盤面が北側隣地（北側に前面道路がある場合は、当該前面道路の反対側の隣地をいう。以下同

じ。）の地盤面から1メートル以上低い場合の北側斜線（本計画書に定める北側の前面道路または隣地との

関係についての建築物の高さの最高限度である線。以下同じ。）は、当該敷地の地盤面と北側隣地の地盤面

との高低差から1メートルを減じたものの2分の1だけ高い位置にあるものとみなす。 

３ 一団地内に2以上の構えをなす建築物を総合的設計により建築する場合において、建築基準法（昭和25

年法律201号）第86条第1項の規定による認定を受けたものについては、これらの建築物は同一敷地内にあ

るものとみなす。 

 

（適用除外） 

次に掲げる建築物については、本計画書の規定を適用しない。 

(1) 京都都市計画地区計画（向日台地区地区計画）の区域のうち、地区整備計画において建築物の高さの最

高限度が定められている区域内の建築物で、当該地区計画の内容に適合するもの 



 

（許可による特例） 

都市計画決定された一団地の住宅施設及び市街地再開発事業、新住宅市街地開発事業、住宅地区改良事業

にかかる建築物又は次の各号の一に該当する建築物で市長が向日市都市計画審議会の議を経て、周囲の状況

から環境保持上支障がないと認めたものはこの限りではない。 

(1) 建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）第136条に規定する敷地内の空地及び敷地面積の規模を有す

る敷地に建築される建築物並びに同法第86条に規定する総合的設計による一団地の建築物で同法施行令

136条に規定する敷地内の空地及び敷地面積の規模に係る基準に適合しているもの 

(2) 学校その他公益上やむを得ないと認められる建築物 

 

 

理 由 

高度地区の変更を行うことにより、良好なまち並みの形成と住環境を維持しつつ、土地利用の増進等、適

切な土地利用の誘導を図るものである。 

 

 

 



理 由 書（案） 

 

 

向日台地区は、「第３次向日市都市計画マスタープラン」において、利

便性、安全性、快適性を兼ね備えた住宅地としての環境の充実を図る「中

密度住宅地区」に位置づけています。 

このたび、本地区における地区計画の決定と合わせ、高度地区の変更

を行うことにより、良好なまち並みの形成と住環境を維持しつつ、土地

利用の増進等、適切な土地利用の誘導を図るものです。 

 



 

 

 

京都都市計画地区計画（向日台地区地区計画）原案に対する 

縦覧結果について 

 

 

 

 

 

１ 対象となる都市計画の種類及び名称 

京都都市計画地区計画（向日台地区地区計画）の決定 

 

２ 都市計画原案の公告縦覧期間 

（１）公告日 

令和３年１０月５日（火） 

（２）縦覧期間 

令和３年１０月５日（火）から１０月１９日（火）まで 

（３）意見書提出期間 

令和３年１０月５日（火）から１０月２６日（火）まで 

 

２ 縦覧者数 

０名 

 

３ 意見書提出者 

０名 

 

４ 意見数 

０件 
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■都市計画提案（向日台地区地区計画）による手続きの流れ（まちづくり条例より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案者 向日市 

計画提案に係る都市計画素案の作成 

周辺住民説明会の実施 

土地所有者の 2/3以上の同意 

都市計画提案の提案書作成・提出 都市計画提案（提案書）の受理 

見解書の公表・提案者への通知 

まちづくり審議会 

都市計画の原案の作成 

都市計画の案の作成 

都市計画審議会（案報告） 

案の公告・縦覧 

都市計画審議会（付議） 

都市計画の決定・告示 

令和 3年 8月 20日 

令和 3年 7月 26日 

都市計画審議会（原案報告） 

原案の公告・縦覧 

区域内住民向け意見聴取 
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令和 3年 8月 5日 

ワークショップ：令和 3年 3月 7日、7月 9日 

意見募集:令和 3年 3月 18日～27日 

令和 3年 9月 29日 

令和 3年 11月 15日 

10月 5日～10月 19日 


